
（様式２） 

教育委員会（議案･報告）第28号 

（所 管）教職員人事部 教職員企画課 

件  名 
堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例附則第9項､第11項又は第12項の

規定による給料に関する規則の制定について 

提 案 理 由 

堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例（以下「条例」という。）附則

第9項、第11項、第12項及び第14項の規定に基づき、条例附則第9項、第11項又

は第12項の規定による給料（以下「管理監督職勤務上限年齢調整額」とい

う。）について必要な事項を定めるため、本規則を制定するもの。 

議案（報告）の 

概要又は要旨 

1 制定の内容 

次に掲げる事項を定めるもの 

(1) 条例附則第9項の規定（※）による管理監督職勤務上限年齢調整額を支給

しない職員に関する事項 

※管理監督職勤務上限年齢調整額の基本的な算出方法に関する規定 

(2) 他の職への降任をされた職員に対する管理監督職勤務上限年齢調整額の

支給に関する事項 

(3) 特例任用後に他の職への降任をされた職員に対する管理監督職勤務上限

年齢調整額の支給に関する事項 

(4) 特例任用期間中に降格等をした職員に対する管理監督職勤務上限年齢調

整額の支給に関する事項 

(5) 人事交流等により職員となった者に対する管理監督職勤務上限年齢調整

額の支給に関する事項 

(6) この規則により難い場合の措置に関する事項 

 

2 施行期日 

令和5年4月1日 



備 考 

【管理監督職勤務上限年齢調整額の概要】 

管理監督職勤務上限年齢（役職定年）となり他の職への降任をされた管理

監督職について、特定日給料月額（当該降任をされた後の給料月額）と基礎

給料月額（当該降任をされる前の給料月額の7割の額）との差額を給料として

支給するもの。 

本規則においては、基本的な算出方法によることが適当でない職員（育児

短時間勤務等をした職員、特例任用後に他の職への降任をされた職員、給料

表の改定があった場合等）に対する管理監督職勤務上限年齢調整額の支給に

ついて定めるもの。 

議決後必要と 

なる取組 

この案件の教育委員会議決後は、 

■ 上記案により、公布する。 

□ 令和  年 第  回市議会（定例会・臨時会）に提出する議案につい

ては、異議がないものとして回答する。 

□ その他（                         ） 

 



議案第２８号 

堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例附則第９項、第１１項又は第１２ 

項の規定による給料に関する規則の制定について 

堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例附則第９項、第１１項又は第１２項の規定に

よる給料に関する規則を次のように制定する。 

令和４年１２月１９日 

堺 市 教 育 委 員 会 

教育長  粟井  明彦 
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堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例附則第９項、第１１項又は

第１２項の規定による給料に関する規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例（平成２８年条例第４

９号。以下「条例」という。）附則第９項、第１１項、第１２項及び第１４項の規定に

基づき、条例附則第９項、第１１項又は第１２項の規定による給料について必要な事項

を定める。 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 管理監督職 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第

２８条の２第１項に規定する管理監督職をいう。 

(2) 異動期間 法第２８条の２第１項に規定する異動期間（法第２８条の５第１項から

第４項までの規定により延長された期間を含む。）をいう。 

(3) 特例任用後降任職員 法第２８条の２第１項の規定により他の職への降任をされた

職員で、条例附則第９項に規定する異動日（以下単に「異動日」という。）の前日に

おいて第１項特例任用職員（法第２８条の５第１項又は第２項の規定により異動期間

が延長された管理監督職を占める職員をいう。第８条第４項第１号において同じ。）

又は第３項特例任用職員（法第２８条の５第３項又は第４項の規定により異動期間が

延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。）であったものをいう。 

(4) 特定日 条例附則第７項に規定する特定日をいう。 

(5) 降格 堺市立学校職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（平成２９年教育委員

会規則第３１号。以下「初任給規則」という。）第２条第４号に規定する降格のう

ち、法第２８条の２第１項の規定による他の職への降任に伴うものを除いたものをい

う。 

(6) 給料表異動 給料表の適用を異にする異動をいう。 

(7) 上限額 条例第５条第１項の規定により職員が属する職務の級における最高の号給

の給料月額（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１

０条第１項に規定する育児短時間勤務又は同法第１７条の規定による短時間勤務（以

下これらを「育児短時間勤務等」という。）をしている職員にあっては、当該給料月

額に堺市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第３号）第１９条において読

み替えて適用する堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（昭和４６年条例

第１８号）第２条第１項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本

文に規定する勤務時間で除して得た数（以下「算出率」という。）を乗じて得た額

（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額））をいう。 
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(8) その者の号給等に対応する給料月額 当該職員に適用される給料表並びに当該職員

の職務の級及び号給（以下これらを「その者の号給等」という。）に対応する当該給

料表の給料月額欄に掲げる給料月額をいう。 

 （条例附則第９項の教育委員会規則で定める職員） 

第３条 条例附則第９項の教育委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

 (1) 法第２８条の２第１項の規定により他の職への降任をされた職員（特例任用後降任

職員を除く。）のうち、次に掲げる職員 

  ア 異動日から特定日までの間に降格をした職員 

  イ 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員（異動日以後に育児短時間勤務

等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。） 

  ウ 教育委員会が別に定める職員 

 (2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定（給

料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該

改定前に受けていた給料月額が増額され、又は減額されることをいう。以下同じ。）

をされた職員 

 （他の職への降任をされた職員に対する条例附則第１１項の規定による給料の支給） 

第４条 法第２８条の２第１項の規定により他の職への降任をされた職員（特例任用後降

任職員を除く。）であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のう

ち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に条例附則第７項の規定により当該職員の受

ける給料月額（特定日後に第１号、第３号又は第４号に掲げる職員となった者にあって

は、特定日に当該各号に掲げる職員となったものとした場合に特定日に同項の規定によ

り当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額とする。以下この項において「特

定日給料月額」という。）が当該各号の区分に応じて当該各号に定める額（第３号アに

掲げる職員以外の職員にあっては、その額に５０円未満の端数があるときはその端数を

切り捨て、５０円以上１００円未満の端数があるときはその端数を１００円に切り上げ

るものとする。以下この項及び第３項において「第４条基礎給料月額」という。）に達

しないこととなる職員（第４項の規定の適用を受ける職員を除く。）には、特定日以後

の当該各号に掲げる職員となった日以後、第４条基礎給料月額と特定日給料月額との差

額に相当する額を条例附則第１１項の規定による給料として支給する。 

 (1) 異動日以後に給料表異動をした職員（第４号に掲げる職員を除く。） 異動日の前

日に当該給料表異動があったものとした場合（給料表異動が２回以上あった場合にあ

っては、同日にそれらの給料表異動が順次あったものとした場合）に同日において当

該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に１００分の７０を乗じて得た額 

 (2) 異動日から特定日までの間に降格をした職員（第４号に掲げる職員を除く。） 異

動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格をした日に当該降格がな

いものとした場合の同日におけるその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と
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当該降格後のその者の号給等に対応する給料月額との差額（降格を２回以上した場合

にあっては、それぞれの当該差額を合算した額）に相当する額を減じた額に１００分

の７０を乗じて得た額 

 (3) 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員（異動日以後に育児短時間勤務等

を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。） 次のア又は

イに掲げる職員の区分に応じて当該ア又はイに定める額 

  ア 特定日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号

給等に対応する給料月額に１００分の７０を乗じて得た額（その額に５０円未満の

端数があるときはその端数を切り捨て、５０円以上１００円未満の端数があるとき

はその端数を１００円に切り上げるものとする。）に算出率を乗じて得た額（その

額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額） 

  イ アに掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額

に１００分の７０を乗じて得た額 

 (4) 教育委員会が別に定める職員 教育委員会が別に定める額 

 (5) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をさ

れた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する特定日における給料表の給料月

額欄に掲げる給料月額に１００分の７０を乗じて得た額 

２ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額

が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第４条基礎給料

月額と特定日給料月額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額」とする。 

３ 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当する職員であって、同項第５号に掲げ

る職員に該当する職員に対する前２項の規定の適用については、当該職員は第１項第１

号から第３号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用さ

れる第４条基礎給料月額は、同項第１号から第３号までに規定する給料月額について特

定日における給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて算出するものとする。 

４ 第１項各号のうち２以上の号に掲げる職員に該当する職員（前項の規定の適用を受け

る職員を除く。）には、教育委員会が別に定める日以後、教育委員会が別に定める額を

条例附則第１１項の規定による給料として支給する。 

 （特例任用後降任職員に対する条例附則第１１項の規定による給料の支給） 

第５条 特例任用後降任職員であって、仮定異動期間末日（法第２８条の５第１項から第

４項までの規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日を

いう。以下同じ。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、異動

日に条例附則第７項の規定により当該職員の受ける給料月額（以下この項において「異

動日給料月額」という。）が異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額（仮定

異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額

にこれより多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額）に１
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００分の７０を乗じて得た額（その額に５０円未満の端数があるときはその端数を切り

捨て、５０円以上１００円未満の端数があるときはその端数を１００円に切り上げるも

のとする。以下この項において「第５条基礎給料月額」という。）に達しないこととな

る職員（次条第１項各号、第３項及び第４項に該当する職員を除く。）には、異動日以

後、第５条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を条例附則第１１項の

規定による給料として支給する。 

２ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額

が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第５条基礎給料

月額と異動日給料月額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額」とする。 

第６条 特例任用後降任職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適

用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に条例附則第７項の規定

により当該職員の受ける給料月額（異動日後に第１号、第３号又は第４号に掲げる職員

となった者にあっては、異動日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に異動

日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額とする。以下

この項において「異動日給料月額」という。）が当該各号の区分に応じて当該各号に定

める額（第３号アに掲げる職員以外の職員にあっては、その額に５０円未満の端数があ

るときはその端数を切り捨て、５０円以上１００円未満の端数があるときはその端数を

１００円に切り上げるものとする。以下この項及び第３項において「第６条基礎給料月

額」という。）に達しないこととなる職員（第４項の規定の適用を受ける職員を除く。）

には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第６条基礎給料月額と異動

日給料月額との差額に相当する額を条例附則第１１項の規定による給料として支給す

る。 

(1) 仮定異動期間末日以後に給料表異動をした職員（第４号に掲げる職員を除く。） 

仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動があり、同日から異動日の前日まで当該給

料表異動後に適用されている給料表が引き続き適用されているものとした場合（給料

表異動が２回以上あった場合にあっては、仮定異動期間末日の前日にそれらの給料表

異動が順次あり、同日から異動日の前日までこれらの給料表異動後に適用されている

給料表が引き続き適用されているものとした場合）の同日におけるその者の号給等に

対応する給料月額に相当する額（これらの場合において、仮定異動期間末日の前日か

ら異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額にこれより多い給料

月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額）に１００分の７０を乗

じて得た額 

(2) 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格（法第２８条第１項の規定による降任

に伴うものに限る。以下この号において同じ。）をした職員（第４号に掲げる職員を

除く。） 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額（仮定異動期間末日の

前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額にこれより多
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い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額）から、当該降格

をした日に当該降格がないものとした場合の同日におけるその者の号給等に対応する

給料月額に相当する額と当該降格後のその者の号給等に対応する給料月額との差額

（降格を２回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額）に相当す

る額を減じた額に１００分の７０を乗じて得た額 

(3) 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員 次のア又はイに掲げ

る職員の区分に応じて当該ア又はイに定める額 

ア 異動日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号

給等に対応する給料月額（仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間の

その者の号給等に対応する給料月額にこれより多い給料月額がある場合は、そのう

ち最も多い給料月額に相当する額）に１００分の７０を乗じて得た額（その額に５

０円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、５０円以上１００円未満の端数

があるときはその端数を１００円に切り上げるものとする。）に算出率を乗じて得

た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額） 

イ アに掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額

（仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応す

る給料月額にこれより多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相

当する額）に１００分の７０を乗じて得た額 

(4) 教育委員会が別に定める職員 教育委員会が別に定める額 

(5) 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減

額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する異動日における給料

表の給料月額欄に掲げる給料月額（仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日まで

の間のその者の号給等に対応する異動日における給料表の給料月額欄に掲げる給料月

額にこれより多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額）

に１００分の７０を乗じて得た額 

２ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額

が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第６条基礎給料

月額と異動日給料月額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額」とする。 

３ 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当する職員であって、同項第５号に掲げ

る職員に該当する職員に対する前２項の規定の適用については、当該職員は第１項第１

号から第３号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用さ

れる第６条基礎給料月額は、同項第１号から第３号までに規定する給料月額について異

動日における給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて算出するものとする。 

４ 第１項各号のうち２以上の号に掲げる職員に該当する職員（前項の規定の適用を受け

る職員を除く。）には、教育委員会が別に定める日以後、教育委員会が別に定める額を

条例附則第１１項の規定による給料として支給する。 
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（特例任用期間降格等職員に対する条例附則第１２項の規定による給料の支給） 

第７条 特例任用期間降格等職員（第３項特例任用職員のうち、仮定異動期間末日から法

第２８条の２第１項の規定により他の職への降任をされる日の前日までの間において、

降格（法第２８条第１項の規定による降任に伴うものを除く。第１号において同じ。）

をし、又は給料表異動により当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動をし

た日の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級

となった職員をいう。以下この条において同じ。）であって、仮定異動期間末日の前日

から引き続き給料表の適用を受ける職員（第４項各号に掲げる職員を除く。）のうち、

特例任用期間降格等職員となった日（その日が２以上あるときは、その日のうち最も遅

い日とする。以下この条において同じ。）に条例附則第７項の規定により当該職員の受

ける給料月額（以下この項において「降格等相当日給料月額」という。）が次の各号の

区分に応じて当該各号に定める額（その額に５０円未満の端数があるときはその端数を

切り捨て、５０円以上１００円未満の端数があるときはその端数を１００円に切り上げ

るものとする。以下この項及び第３項において「第７条基礎給料月額」という。）に達

しないこととなる職員には、特例任用期間降格等職員となった日から法第２８条の２第

１項の規定により他の職への降任をされる日の前日までの間、第７条基礎給料月額と降

格等相当日給料月額との差額に相当する額を条例附則第１２項の規定による給料として

支給する。 

 (1) 降格をした職員 特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号給等に対

応する給料月額（仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の

前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額にこれより多い給料月額がある

場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額）に１００分の７０を乗じて得た額 

 (2) 仮定異動期間末日以後に給料表異動により当該給料表異動後の職員の職務の級が当

該給料表異動をした日の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級

より下位の職務の級となった職員 特例任用期間降格等職員となった日の前日に特例

任用期間降格等職員となった日において適用される給料表の適用を受ける職員への給

料表異動があったものとした場合の特例任用期間降格等職員となった日の前日のその

者の号給等に対応する給料月額に相当する額（仮定異動期間末日の前日に当該給料表

異動があり、同日から特例任用期間降格等職員となった日の前日まで当該給料表異動

後に適用されている給料表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期

間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号

給等に対応する給料月額にこれより多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給

料月額に相当する額）に１００分の７０を乗じて得た額 

２ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額

が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第７条基礎給料

月額と降格等相当日給料月額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額」と
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する。 

３ 仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日までの間の給料表の

給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前２項の規定の適用について

は、当該職員について適用される第７条基礎給料月額は、第１項各号に規定する給料月

額について特例任用期間降格等職員となった日における給料表の給料月額欄に掲げる給

料月額を用いて算出するものとする。 

４ 特例任用期間降格等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適

用を受ける職員のうち、条例附則第７項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げ

る職員には、教育委員会が別に定める日から法第２８条の２第１項の規定により他の職

への降任をされる日の前日までの間、教育委員会が別に定める額を条例附則第１２項の

規定による給料として支給する。 

(1) 特例任用期間降格等職員となった日以後に給料表異動（当該給料表異動後の職員の

職務の級が当該給料表異動をした日の前日に給料表異動があったものとした場合の職

員の職務の級より下位の職務の級となるものを除く。）をした職員 

(2) 仮定異動期間末日から特例任用期間降格等職員となった日までの間に降格（法第２

８条第１項の規定による降任に伴うものに限る。）をした職員 

(3) 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員 

(4) 教育委員会が別に定める職員 

（人事交流等職員に対する条例附則第１２項の規定による給料の支給） 

第８条 初任給規則第９条第１項各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監

督職以外の職に採用された職員（以下この条において「人事交流等職員」という。）の

うち人事交流等職員となった日（その日が２以上あるときは、その日のうち最も遅い日

とする。以下この条において同じ。）前に職員であったものとした場合に異動日とみな

される日（以下この条において「みなし異動日」という。）がある者であって、人事交

流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員（第４項各号に掲げる職員

を除く。）のうち、特定日に条例附則第７項の規定により当該職員の受ける給料月額

（人事交流等職員となった日が６０歳に達した日後における最初の４月１日（以下この

項及び第３項において「仮定特定日」という。）後であるときは、仮定特定日に職員で

あったものとして条例附則第７項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受

けることとなる給料月額に相当する額とする。以下この項において「特定日給料月額」

という。）がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けるこ

ととなる給料月額に相当する額に１００分の７０を乗じて得た額（その額に５０円未満

の端数があるときはその端数を切り捨て、５０円以上１００円未満の端数があるときは

その端数を１００円に切り上げるものとする。以下この項及び第３項において「第８条

基礎給料月額」という。）に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日

（特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては、特定日）以後、第８条基礎給料
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月額と特定日給料月額との差額に相当する額を条例附則第１２項の規定による給料とし

て支給する。 

２ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額

が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第８条基礎給料

月額と特定日給料月額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額」とする。 

３ 給料月額の改定をする条例の制定により、みなし異動日の前日から特定日（人事交流

等職員となった日が仮定特定日後であるときは、仮定特定日とする。以下この項におい

て同じ。）までの間の給料表の給料月額が改定をされた場合における前２項の規定の適

用については、人事交流等職員について適用される第８条基礎給料月額は、第１項に規

定する給料月額について特定日における給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて

算出するものとする。 

４ 人事交流等職員のうちみなし異動日がある者であって、人事交流等職員となった日か

ら引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、条例附則第７項の規定の適用を受ける職

員であって、次に掲げる職員には、教育委員会が別に定める日以後、教育委員会が別に

定める額を条例附則第１２項の規定による給料として支給する。 

(1) かつて第１項特例任用職員又は第３項特例任用職員として勤務していた者で、人事

交流等により引き続いて初任給規則第９条第１項各号に掲げる者となった後、引き続

いて人事交流等職員となったもの及びこれに準ずるもの 

(2) 人事交流等職員となった日後に給料表異動をした職員 

(3) 人事交流等職員となった日から特定日までの間に降格をした職員 

(4) 人事交流等職員となった日（特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては、

特定日）以後に育児短時間勤務等をした職員 

(5) 教育委員会が別に定める職員 

 （この規則により難い場合の措置） 

第９条 条例附則第９項、第１１項又は第１２項の規定による給料の支給について、この

規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の

特別の事情があるときは、別段の取扱いをすることができる。 

 （補則） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、条例附則第９項、第１１項又は第１２項の規定

による給料の支給について必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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